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保
護
法
に
よ
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指
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生
活
保
護
法
に
よ
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関
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指
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滑
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よ
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指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
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よ
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指
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指
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よ
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関
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の
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公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

(

会
計
管
理
課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(
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)

…
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出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

(

上
北
地
域

県

民

局)

…

�

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

一
ツ
谷
薬
局

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
○
八
の
九

平
成
��

･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

み
ち
の
く
ク
リ
ニ
ッ
ク

フ
ァ
ル
マ

一
ツ
谷
薬
局

む
つ
市
十
二
林
一
七
の
一

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
○
八
の
九

平
成
��･

�･

�

〃

�
�
�
�
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の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更

生
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

一
ツ
谷
薬
局

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
○
八
の
九

平
成
��

･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

み
ち
の
く
ク
リ
ニ
ッ
ク

フ
ァ
ル
マ

一
ツ
谷
薬
局

む
つ
市
十
二
林
一
七
の
一

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
○
八
の
九

平
成
��･
�･
�

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
Ｊ

Ｉ
Ｎ

Ｃ
Ａ

Ｒ
Ｅ

五
所
川
原
市
字
本

町
六

自
立
訓
練

(

生
活
訓

練)

ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｉ

Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｉ

五
所
川
原
市
字
本

町
六

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
か

い
ご
の
窓
口

東
京
都
港
区
東
麻

布
一
丁
目
七
の
三

第
二
渡
邊
ビ
ル
八

Ｆ

居
宅
介
護

か
い
ご
の
窓

口
十
和
田
支

社

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
〇
の
二
二

ハ
ピ
ネ
ス
一
階
Ｂ

号
室

〃

株
式
会
社
か

い
ご
の
窓
口

東
京
都
港
区
東
麻

布
一
丁
目
七
の
三

第
二
渡
邊
ビ
ル
八

Ｆ

重
度
訪
問

介
護

か
い
ご
の
窓

口
十
和
田
支

社

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
〇
の
二
二

ハ
ピ
ネ
ス
一
階
Ｂ

号
室

〃

社
会
福
祉
法

人
健
誠
会

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
四
七

三
の
二

共
同
生
活

介
護

第
二
も
り
た

荘

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
八
の

一

〃

社
会
福
祉
法

人
健
誠
会

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
四
七

三
の
二

共
同
生
活

援
助

第
二
も
り
た

荘

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
八
の

一

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

居
宅
介
護

在
宅
生
活
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
焼
山
二

六
二
の
五

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

重
度
訪
問

介
護

在
宅
生
活
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
焼
山
二

六
二
の
五

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

同
行
援
護

在
宅
生
活
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
焼
山
二

六
二
の
五

〃
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青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
外
童
子
字
滝
ノ
沢
一
二
の
七
、
一
二
の
二
九
、
一
二
の
七
八
五
か
ら
一

二
の
七
八
八
ま
で
、
一
二
の
七
九
五
、
一
二
の
一
〇
〇
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
平
内
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
ト
ラ
ッ
ク

(

七
ト
ン
級

四
×
四)

一
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
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名

称

所

在

地

担
当
す
る

医
療
の
種
類

指
定
辞
退

年
月
日

黒
石
市
国
民
健
康

保
険
黒
石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一
丁
目
七
○

心
臓
に
関
す
る
医

療

平
成
��･

�･

�

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
稲
崎
二

齋

藤

栄

藏

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
石
持
四
四

杉

本

八
十
三

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
稲
崎
一

杉

本

尚

石
持

� �



� �

平
成
二
十
五
年
八
月
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

青
森
日
野
自
動
車
株
式
会
社

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
一
六
四
の
八
二

六

契
約
金
額

二
千
三
百
三
十
六
万
二
千
五
百
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
ド
ー
ザ

(

十
八
ト
ン
級)

一
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
八
月
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｍ
Ｊ
青
森
営
業
所

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
六
一
の
三

六

契
約
金
額

千
九
百
九
十
二
万
九
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

が
二
者
あ
っ
た
た
め
、
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
も
の
で
あ

る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
ト
ラ
ッ
ク

(

七
ト
ン
級

四
×
四)

三
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
八
月
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｕ
Ｄ
ト
ラ
ッ
ク
ス
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
青
森
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
一
一
六

六

契
約
金
額
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七
千
六
百
三
十
三
万
五
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

液
体
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
計
数
装
置

(

Ｈ
―
三
用)

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
八
月
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

東
北
化
学
薬
品
株
式
会
社
む
つ
小
川
原
営
業
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
上
尾
駮
二
二
の
二
五
五

六

契
約
金
額

四
千
九
百
三
十
五
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
に
要
求
さ
れ
る
性
能
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た
者
を

参
加
者
と
し
て
入
札
を
行
っ
た
が
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
が
な
く
、
再
度
の
入
札
に
付
し
た
が
落
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
、
予
定
価
格

の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
の
見
積
を
行
っ
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た

も
の
で
あ
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲

生
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

上
北
地
域
県
民
局
長

三

上

俊

孝

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

浦
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
一
日
認
可

し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

上
北
地
域
県
民
局
長

三

上

俊

孝

事
業
名

維
持
管
理
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

監

事

沼
田
五
三
郎

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
五
五
の
一

七
二

平
成
��･

�･

��

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


